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市川市地域防災計画⼤規模事故編（案） 新旧対照表 
 

ページ 項⽬ 現⾏計画 修正案 差分 
2 第 1 章 

総論 
 
第 2 節 
市の現況 

１ 位置等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 位置等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

変更 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

第２章 
⼤規模事故
対策計画 
 
第３節 
応急対策計
画 

■事故対策本部の体制 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■事故対策本部の体制 
 

変更 

令和６年 1２⽉１３⽇現在 

資料 7 
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ページ 項⽬ 現⾏計画 修正案 差分 
8 同上 

 
 
 
 
 
 
 

■事故対策本部の所掌事務 
本部・拠点名 責任者 担当部局 所掌事務 

本
部
⻑
直
轄
班 

広報班 ①市⻑公室 
➁市⻑公室次⻑ 
③市⻑公室秘書課⻑ 

●広報広聴課 
○秘書課 

（略） 
 

（略） （略） （略） （略） 

予算・ 
調査班 

（略） （略） （略） 
➢り災証明書発⾏ 

 

■事故対策本部の所掌事務 
本部・拠点名 責任者 担当部局 所掌事務 

本
部
⻑
直
轄
班 

広報班 ①市⻑公室 
➁市⻑公室次⻑ 
③市⻑公室秘書課⻑ 

●市⻑公室 （略） 
 

（略） （略） （略） （略） 

予算・ 
調査班 

（略） （略） （略） 
➢罹災証明書交付 

 

変更 

 
 
 
 
 

９ 同上  
本部・拠点名 責任者 担当部局 所掌事務 

５
対
応
本
部
等 

消防本部 ①消防局⻑ 
②消防局次⻑ 
（総務担当） 
③消防局次⻑ 
（警防担当） 

（略） 
 

（略） 
 

医療本部 ①保健部⻑ 
②保健部次⻑ 
③保健医療課⻑ 

●保健部 
 

（略） 
 

 

（略） （略） （略） （略） 

被災市街地対応
本部 

①街づくり部⻑ 
➁道路交通部⻑ 
③下⽔道部⻑ 
④環境部⻑ 

●街づくり部 
（略） 

（略） 
➢応急危険度判定

本部の開設・運営 

（略） 
※り災証明書発⾏の
ための住家認定調査
の計画・実施への協
⼒ 

⾏徳本部 ①⾏徳⽀所 
➁⾏徳⽀所次⻑ 
 

（略） （略） 

 
 

 

本部・拠点名 責任者 担当部局 所掌事務 

５
対
応
本
部
等 

消防本部 ①消防局⻑ 
②消防局次⻑ 
（警防担当） 
③消防局次⻑ 
（総務担当） 

（略） 
 

（略） 
 

医療本部 ①保健部⻑ 
②保健部次⻑ 
③保健医療課⻑ 

●保健部 
こども部の⼀部 

（略） 
 

 

（略） （略） （略） （略） 

被災市街地対応
本部 

①街づくり部⻑ 
➁道路交通部⻑ 
③下⽔道部⻑ 
④環境部⻑ 

●街づくり部 
〇管財部の⼀部 
（略） 

（略） 
削除 
 
（略） 
※罹災証明書交付のた
めの住家認定調査の計
画・実施への協⼒ 

⾏徳本部 ①⾏徳⽀所 
➁⾏徳⽀所次⻑ 
③⾏徳⽀所総務課 

（略） （略） 

 

 

変更 
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ページ 項⽬ 現⾏計画 修正案 差分 
10 同上  

 責任者 担当部局 所掌事務 

現
地
対
応
拠
点
等 

現
地
災
害
対
応
本
部
︵
災
害
班
︶ 

／
⼩
学
校
区
防
災
拠
点
︵
避
難
所
︶ 

（略） （略） （略） （略） 
災害２班 
 

①市⺠部⻑ 
➁市⺠部次⻑ 

●市⺠部 
        

（略） （略） （略） 

災害５班 ①⽂化国際部⻑ 
➁⽂化国際部次⻑ 

●⽂化国際部 
             

（略） （略） （略） 

 

 
 責任者 担当部局 所掌事務 

現
地
対
応
拠
点
等 

現
地
災
害
対
応
本
部
︵
災
害
班
︶ 

／
⼩
学
校
区
防
災
拠
点
︵
避
難
所
︶ 

（略） （略） （略） （略） 
災害２班 
 

①市⺠部⻑ 
➁市⺠部次⻑ 

●市⺠部 
〇会計課 

（略） （略） （略） 

災害５班 ①⽂化国際部⻑ 
➁⽂化国際部次⻑ 

●⽂化国際部 
〇⽣涯学習部の⼀部 

（略） （略） （略） 

 

追加 
 
 
 
 

11 同上 2 消防活動 
（１）（略） 
     また、必要に応じて「千葉県広域消防相互応援協定」に基づき、他の市町村に消

⽕活動等の応援要請を⾏う。 
 

2 消防活動 
（１）（略） 
     また、必要に応じて「千葉県広域消防相互応援協定」及び「市川市消防局広域

応援受援計画」に基づき、他の市町村に消⽕活動等の応援要請を⾏う。 

追加 

14 第 3 章 
災害種別対
策計画 
 
第１節 
⼤規模⽕災
対策計画 

２ 予防計画 
 （４）⽕災予防 
    ア （略） 
      また、消⽕設備・警報設備・避難設備・防⽕⽤⽔・その他消⽕活動上必要な施

設が、消防法施⾏令で定める基準どおり設置・維持管理されているかどうか。 

2 予防計画 
 （４）⽕災予防 
    ア （略） 
      また、消⽕設備・警報設備・避難設備・消防⽤⽔・その他消⽕活動上必要な

施設が、消防法施⾏令で定める基準どおり設置・維持管理されているかどうか。 

変更 

16 同上 3 応急対策計画 
 （１）情報収集・伝達 

ア 市は、市⺠からの通報や災害現場への職員の派遣、⾼所カメラの活⽤等によ
り、⽕災の発⽣状況、⼈的被害の状況等の情報を収集するとともに、被害規模に
関する概括的情報を含め、把握できた範囲から直ちに県へ報告する。 

   （略） 
 （２）消防活動 
    ウ 市は、必要に応じて「千葉県広域消防相互応援協定」に基づき、他の市町村

消⽕活動等の応援要請を⾏う。 

3 応急対策計画 
 （１）情報収集・伝達 

ア 市は、市⺠からの通報や災害現場への職員の派遣、ドローンの活⽤等により、
⽕災の発⽣状況、⼈的被害の状況等の情報を収集するとともに、被害規模に関
する概括的情報を含め、把握できた範囲から直ちに県へ報告する。 

   （略） 
 
 （２）消防活動 
    ウ 市は、必要に応じて「千葉県広域消防相互応援協定」及び「市川市消防局

広域応援受援計画」に基づき、他の市町村に消⽕活動等の応援要請を⾏う。 

変更 
 
 
 
 
 
追加 
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ページ 項⽬ 現⾏計画 修正案 差分 
33 
 

第 5 節 
航空機災害
対策計画 

3 応急対策計画 
 （２）消防活動 
    ウ 災害の規模が⼤きく、消防局だけでは対処できないと思われる場合は、必要に応

じて「千葉県広域消防相互応援協定」に基づき、他の市町村に消⽕活動等の応
援要請を⾏う。 

3 応急対策計画 
 （２）消防活動 
    ウ 災害の規模が⼤きく、消防局だけでは対処できないと思われる場合は、必要に

応じて「千葉県広域消防相互応援協定」及び「市川市消防局広域応援受援
計画」に基づき、他の市町村に消⽕活動等の応援要請を⾏う。 

 

追加 

44 第 8 節 
放射性物質
事故災害対
策計画 

4 応急対策 
 （４）避難等の防護対策 
    県は、緊急時におけるモニタリング等活動の結果など必要な情報を市に提供する。ま

た、モニタリング結果などから、原⼦⼒規制委員会が提案している「屋内退避及び避難
等に関する指標」に該当すると認められる場合は、国の指⽰等に基づき、市に対し連絡
⼜は必要に応じて退避・避難を要請するものとする。 

4 応急対策 
 （４）避難等の防護対策 
    県は、緊急時におけるモニタリング等活動の結果など必要な情報を市に提供する。

また、モニタリング結果などから、原⼦⼒規制委員会が定める原⼦⼒災害対策指針
「表３OIL（Operational Intervention Level）と防護措置について」に該当す
ると認められる場合は、国の指⽰等に基づき、市に対し連絡⼜は必要に応じて退避・
避難を要請するものとする。 

変更 
 
 
 
 
 
 

45 同上 ■屋内退避及び避難等に関する指標 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜原⼦⼒災害対策指針「表３OIL と防護措置について」＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

変更 
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ページ 項⽬ 現⾏計画 修正案 差分 
52 第 10 節 

⼤規模ライフラ
イン事故災害
対策計画 

3 応急対策計画 
（１）情報収集・伝達体制 
   ➁ 被害状況の収集 
     市（消防局含む）は、市⺠やライフライン事業者、県、近隣⾃治体等からの通報

や災害現場への職員の派遣、⾼所カメラの活⽤等により、ライフライン事故の発⽣状
況、被害情報の収集を⾏う。 

 

3 応急対策計画 
（１）情報収集・伝達体制 
   ➁ 被害状況の収集 
     市（消防局含む）は、市⺠やライフライン事業者、県、近隣⾃治体等からの通

報や災害現場への職員の派遣、ドローンの活⽤等により、ライフライン事故の発⽣状
況、被害情報の収集を⾏う。 

変更 

＜その他修正事項＞ 

〇ツイッター⇒ X（旧ツイッター） 

○誤字脱字等の軽微な修正 


